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等
の
書
類
の
保
存
・
記
録

準
備
②　
【
計
算
】
収
入
・
必
要
経
費

等
の
年
間
金
額
を
計
算

準
備
③　
【
ま
と
め
】
計
算
し
た
金
額

を
、
収
支
内
訳
書
へ
転
記
し
、
農
業

所
得
額
を
算
出

【
申
告
】
税
務
署
か
市
申
告
会
場
で
申

告
※
農
業
所
得
の
他
に
所
得
が
あ
る
場
合

は
、
収
入
が
分
か
る
書
類
（
源
泉
徴

収
票
な
ど
）
や
所
得
控
除
に
関
わ
る

書
類
も
申
告
時
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

農
業
収
支
計
算
ソ
フ
ト
の
活
用
を

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
申
告
用
「
農
業

収
支
計
算
ソ
フ
ト
」
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。
入
手
し
て
、
収
入
や
経
費
な
ど
を

入
力
す
る
と
収
支
内
訳
書
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
減
価
償
却

費
の
計
算
も
簡
単
に
で
き
ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
な
い
場
合
は
、

各
支
所
地
域
課
窓
口
に
備
え
付
け
の
月

ご
と
の
収
支
を
ま
と
め
る
た
め
の
簡
易

表
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

本
年
１
月
か
ら
、
記
帳
・
帳
簿
等
保

存
制
度
が
変
更
さ
れ
、
事
業
所
得
（
農

業
・
営
業
等
）、
不
動
産
所
得
ま
た
は

山
林
所
得
を
有
す
る
す
べ
て
の
白
色
申

告
を
す
る
皆
さ
ん
が
対
象
と
な
っ
て
い

ま
す
。
記
帳
内
容
や
保
存
期
間
な
ど
を

よ
く
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
い
人
も
、

記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

●
記
帳
内
容　

売
上
な
ど
の
収
入
金
額
、

仕
入
れ
や
経
費
の
金
額
等
を
帳
簿
に

記
載
し
ま
す
。記
帳
に
あ
た
っ
て
は
、

一
つ
ひ
と
つ
の
取
引
ご
と
で
は
な
く

日
々
の
合
計
金
額
を
ま
と
め
て
記
載

す
る
な
ど
、
簡
易
な
方
法
で
記
載
し

て
も
良
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

●
帳
簿
等
の
保
存　

収
入
金
額
や
必
要

経
費
を
記
載
し
た
帳
簿
の
ほ
か
、
取

引
に
伴
っ
て
作
成
し
た
帳
簿
や
受
け

取
っ
た
請
求
書
・
領
収
書
な
ど
の
書

類
を
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

市
県
民
税
・
所
得
税
の
申
告
期
間
は

2
月
16
日
（
月
）
か
ら
3
月
16
日
（
月
）

ま
で
で
す
。
例
年
、
相
談
会
場
は
大
変

混
雑
し
ま
す
。
事
前
の
準
備
で
申
告
を

ス
ム
ー
ズ
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

農
業
所
得

収
支
内
訳
書
の
作
成

今
の
う
ち
か
ら
申
告
に
向
け
て
準
備

を
始
め
ま
し
ょ
う

準
備
①　
【
記
録
】
収
入
・
必
要
経
費

会
保
険
料
控
除
に
算
入
し
ま
す
。

旧
契
約
と
新
契
約
の
両
方
に
加
入
し

て
い
る
場
合
、
控
除
額
の
計
算
方
法
が

3
種
類
あ
り
ま
す
。

●
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
で
計
算
し
た
合
計

で
最
高
4
万
円

●
新
契
約
の
み
を
計
算
し
て
最
高
4
万

円
●
旧
契
約
の
み
を
計
算
し
て
最
高
5
万

円い
ず
れ
か
有
利
な
方
法
で
計
算
し
て

く
だ
さ
い
。

介
護
医
療
保
険
料
の
控
除
を
受
け
る

人
は
、
生
命
保
険
料
控
除
と
の
合
計
額

が
12
万
円
を
超
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す

が
、
控
除
を
受
け
ら
れ
る
金
額
は
最
高

12
万
円
で
す
。
ま
た
、
市
県
民
税
の
控

除
額
は
、
最
高
7
万
円
で
す
。
有
利
な

計
算
方
法
を
選
択
し
て
計
算
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
控
除
額
の
計
算
は
表
2
・
表

3
の
と
お
り
で
す
。

生
命
保
険
料
控
除
の
算
出
方
法

生
命
保
険
料
控
除
は
、
新
契
約
（
平

成
24
年
１
月
１
日
以
降
に
契
約
し
た
も

の
）
と
旧
契
約
（
平
成
23
年
12
月
31
日

以
前
に
契
約
し
た
も
の
）
で
は
取
り
扱

い
が
異
な
り
ま
す
。（
表
１
）

ま
た
、
新
契
約
の
「
介
護
医
療
保
険

料
控
除
」
は
、
市
の
介
護
保
険
料
と
は

異
な
り
ま
す
。
介
護
医
療
保
険
料
は
生

命
保
険
料
控
除
に
、
介
護
保
険
料
は
社

告

申

税今
か
ら
準
備
！
税
の
申
告　

農
業
所
得
の
収
支
内
訳
書
と

生
命
保
険
料
控
除

問
豊
市
民
税
課
市
民
税
担
当

（

72
・
３
１
１
１
㈹ 

72
・
８
３
４
０
）

収支内訳書作成の流れ

５　収支内訳書の作成
ま
と
め

計
算

（注１）申告の際、領収書の提出は不
要です。なお、５年間は保管が必要
です。

（注２）収支内訳書は必ず「提出用」
を申告書に添付してください。

記
録

１　領収書・伝票の整理
　　預金通帳への記帳

２　収入金額の把握

３　減価償却費の計算

４　必要経費の仕分け

記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
の
対

象
者
が
変
更
に

保存が必要なもの 保存期間

収入金額や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿） 7 年

業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿） 5 年

・業務に関して作成または受領した請求書、領収書など
の書類

・決算に関して作成した棚卸表その他の書類
5 年

（表２）新制度での所得控除の計算式
（平成 24 年 1 月 1 日以後の保険契約に適用）

（表３）旧制度での所得控除の計算式
（平成 23 年 12 月 31 日までの保険契約に適用）

（表１）生命保険料控除における所得税の所得控除限度額
※カッコ内は市県民税の所得控除限度額

※市県民税の合計控除額は最高 7 万円です。

●新制度契約（平成 24 年 1 月 1 日以降）

控除種別 保障内容 限度額

一般生命保険料控除 遺族 4 万円（2 万 8,000 円）

介護医療保険料控除 介護 
医療 4 万円（2 万 8,000 円）

個人年金保険料控除 老後 4 万円（2 万 8,000 円）

合計控除限度額 12 万円（7 万円）

●旧制度契約（平成 23 年 12 月 31 日まで）
控除種別 保障内容 限度額

一般生命保険料控除
遺族
介護
医療

5 万円（3 万 5,000 円）

個人年金保険料控除 老後 5 万円（3 万 5,000 円）

合計控除限度額 10 万円（7 万円）

所得税 市県民税
年間の支払保険料 控除額 年間の支払保険料 控除額

2万円以下 支払保険料の全額 1万2,000円以下 支払保険料の全額

2万1円～4万円 支払保険料× 1/2
＋ 1 万円

1万2,001円～
3万2,000円

支払保険料×1/2
＋6,000円

4万1円～8万円 支払保険料× 1/4
＋ 2 万円

3万2,001円～
5万6,000円

支払保険料×1/4
＋1万4,000円

8万1円以上 一律 4 万円 5万6,001円以上 一律2万8,000円

所得税 市県民税
年間の支払保険料 控除額 年間の支払保険料 控除額

2万5,000円以下 支払保険料の全額 1万5,000円以下 支払保険料の全額
2万5,001円～

5万円
支払保険料×1/2

＋1万2,500円
1万5,001円～

4万円
支払保険料×1/2

＋7,500円
5万1円～
10万円

支払保険料×1/4
＋2万5,000円 4万1円～7万円 支払保険料×1/4

＋1万7,500円
10万1円以上 一律5万円 7万1円以上 一律3万5,000円

申告期間前の相談会を開催

申告期間前の相談会を開催します。いずれの会場へお
出掛けいただいても構いません。（受付時間は午前 8 時 30
分～ 11 時、午後 1 時～ 4 時）

なお、営業、農業、不動産などの所得がある人は、収支
内訳書が必要です。自分で作成した収支内訳書をもとに、
申告相談会でご相談ください。混雑が予想されますので、
必ず事前に作成し、ご持参ください。申告相談会の詳細
は「広報あづみの」1 月号に掲載します。

●相談会開催日程
会　場 期　間

三郷支所
３階講堂

2 月 2 日（月）～ 6 日（金）、
9 日（月）、10 日（火）

明科公民館 2 階
会議室 2 月 2 日（月）～ 6 日（金）

堀金支所
別館大会議室 2 月 9 日（月）～ 13 日（金）

※土・日・祝日は相談会を行いません。

●帳簿書類の保存期間

①

②

③


